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原告 ら訴訟代理人  弁護士  森    雅 美

弁護士  板 井    優

弁護士  後 藤  好 成

弁護士  白 鳥    努

原告 らは、 2013(平 成 25)年 5月 14日 付け「九州電力餘 )の答弁書に

対する求釈明」を提出したが、その 「第 2 被告九州電力に対する求釈明事項」

とい う項 目において一般的な求釈明をしていることの他に、「第 3 訴状の請求原

因の『第 3 原発事故による権利侵害の甚大性・広汎性』に姑する被告九州電力

の認否について」以下において、被告九州電力の答弁書の各認否に対する求釈明

を行つているが、その必要性、理由について、以下、補充する。

1 被告九州電力の答弁書における、原告 らの 「請求の原因」に封す る認否をみ

ると、その大半の認否において、「不知または否認」との認否の仕方がなされて

いる。
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即ら、原告 らが請求原因において主張する事実の中には、例えば、原告 らが

放射線の作用 としてのアルファ線 。ベータ線 。ガンマ線の一般的作用を述べて

いる常識的事実、福島やチェルノブイ リの原発事故に伴 う放射線の影響の問題

に関 してすでに公表 されている事実、被告九州電力 自身も汚染地域 と認める福

島第一原発周辺における農産物の汚染事実等も含まれているが、被告九州電力

は、これ らの事実についても、ことごとく「不知ない し否認」 としているので

ある。

このように、被告九州電力は原子力発電事業を営む事業者 としては当然に知

悉あるいは調査 していなければな らないと考えられ る事実についても、まとも

な認否をしようとしていない。

以上のように、原発の関係者であれば当然に知っているはずの原発 と原発事

故に関する諸事実の多 くについても、被告九州電力が本当に何 も知 らないとい

うのであれば、それだけで被告九州電力には原子力発電事業を行 う資格はない

とい うべきであ り、そのような電力事業者は直ちに原発の操業か ら撤退すべき

である。

2 原告 らは、長年原発事業に携わ り今後 も原発操業に執念を燃や している被告

九州電力が、電力事業者にとつては今 日の最大の関心事のはずである原発 と福

島第一原発事故に関する諸事実について十分な検討・調査をなしたことはない

とか、従ってまた、原子力発電事業者 として当然 もつべき知識 。認識を有 してい

ない等 とい うことは、そもそもあ りえない と考えている。

にも拘 らず、被告九州電力がその大半について 「不知ない し否認」 とい う無

責任な認否 しか しないのは、電力供給 とい う公的事業をまか されている被告九

州電力の対応 として極めて不誠実かつ無責任なものといわねばならない。

これは、原発推進のために、原発に関す る国の公聴会において自社の社員に

指示 して賛成意見を出させ るように工作す る等の不正を行つてはばからない被

告九州電力の悪 しき体質を端的に示す ものである。
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3 しか し、被告九州電力が、このように本来原発事業者であれば当然に正確テょ`

認否ができるはずの多 くの事実についても、その大半を 「不知ない し否認」の

ままで終始 しようとすることは、いたず らに本訴訟の争点を拡げ、審理の複雑

かつ長期化を強いることにな りかねないものであ り、極めて不誠実な応訴態度

といわねばならない。

そこで、原告 らとしては、被告九州電力が 「不知」 もしくは 「否認」 とした

原告 ら主張事実の うち、原発の操業を行お うとする電力事業者 として、当然に

知悉又は認識 していなければならないと考える多 くの事項について、あらため

て被告九州電力に姑する求釈明を行な うこととしたものである。

被告九州電力は、本件訴訟の効率的かつ円滑な進行の観点か らも、原告 らの

行 う今回の求釈明に対 して、一つ一つ誠実な釈明をなすべきである。

4 以上にも拘 らず、被告九州電力が、原発を扱 う電力事業者 として当然知 りえ

ておかねばならない事項についてまでもあえて 「不知」等 とす ることを貫 こう

とするのであれば、原告 らとしては、このような被告九州電力の認否は、被告

九州電力 としての訴訟における公の回答 として受け取る他ない。

しか し、そ うであれば、原告 らとしては、被告九州電力が原発問題について

その程度の認識・知識 しかないことを公に明らかに した上で、そのような無責

任な被告九州電力が、原子力発電事業者 として原発を取扱 う資格が全 くないこ

とを、裁判所のみならず、国や世論にも訴えていくことになろ う。

以 上
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